
立川市競争入札参加者格付け及び指名基準 

 

 （総則） 

第１条 工事又は製造その他の請負の契約について、立川市契約事務規則（昭和39

年立川市規則第15号 )第 26条から第28条までの定めるところにより、業者を指名す

る基準その他競争入札参加者の選定のために必要な事項は、別に定めるもののほ

か、この基準に定めるところによる。 

（審査格付け基準） 

第２条 指名競争入札参加者については、建設業法(昭和24年法律第100号 )第 27条の

23第１項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の行う経営事項の審査による総

合数値により、契約の種類ごとに次の表に掲げるＡ、Ｂ又はＣの３等級に格付け

する。 

総    合    数    値             種類  

  等級  建築一式工事 及び 土木一式工事 そ の 他 の 建 設 工 事  

Ａ  １ ， ０ ０ ０ 点 以 上  ８ ０ ０ 点 以 上  

Ｂ  
１ ， ０ ０ ０ 点 未 満  

    ７ ５ ０ 点 以 上  

８ ０ ０ 点 未 満  

６ ５ ０ 点 以 上  

Ｃ      ７ ５ ０ 点 未 満  ６ ５ ０ 点 未 満  

２  前項に規定する建築一式工事、土木一式工事及びその他の建設工事の区分は、

次の表に掲げるとおりとする。 

建築一式工事 建 築 工事  コ ン ク リートプレハブ  鉄 骨 プレハブ  ひ き

家・解体 石綿処理 ガソリンスタンド 強化樹脂板取付 

土木一式工事 橋りょう工事  河川工事  下水道施設工事  潜かん  軌道

シールド工事  推進工事  地下鉄工事  運動場施設  ＰＣ

けた  一般土木  公設ます工事  グラウト  道路標識設置

ガードレール モルタル吹付け（道路） 植生 防音壁・し

ゃ音壁 ＰＣタンク すべり止め舗装 伸縮継手（橋りょう

等）ウェルポイント 床板補強（橋等） 

その他の建設工事 上記に属さないその他の工事 

 



（発注工事の範囲） 

第３条  前条第１項に定める表の等級区分に対応する発注工事の範囲は、次の表に

掲げるとおりとする。 

予      定      価      格      種類  

等級 建 築 一 式 工 事                土 木 一 式 工 事                その他の建設工事 

Ａ  3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上 20 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上 10 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上

Ｂ 
3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満

 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上

20 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満

 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上

10 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満

 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上

Ｃ   1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満

（指名基準） 

第４条 市長は、前条の表による等級区分に対応する契約について指名競争入札に

付そうとするときは、予定価格に対応する等級に属する資格者のうちから指名競

争に参加する者を指名するものとする。ただし、工事の規模内容等により、直近

上位及び直近下位並びに下位２等級に属する資格者で工事成績が特に優秀なもの

を指名することができる。 

２  前項ただし書による指名において、等級Ｂに対応する工事の指名にあっては、

Ａの等級の業者は、その指名する業者総数の２分の１を、又等級Ａに対応する工

事の指名にあっては、Ｃの等級の業者の数は、その指名する業者の総数のそれぞ

れ２分の１を超えることができない。 

３  特別な技術を要する工事等に係る契約については、前項までの規定によらない

で指名競争入札に参加する者を指名することができる。 

 （指名業者数） 

第５条  指名競争入札に付する場合の指名業者の数は、おおむね次の表に掲げると

おりとする。 

予 定 価 格                  種類  

業者数 全ての工事 

１ ０ 社  4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上  

８ 社
 

4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満  

1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上  

７ 社
 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満  

 



5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 以 上  

５ 社
 

5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 未 満  

1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 以 上  

４ 社
 

1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 未 満  

 5 0 0 , 0 0 0 円 以 上  

２ ～ ３ 社   5 0 0 , 0 0 0 円 未 満  

（注意事項） 

第６条 工事契約については、指名競争入札に参加する者を指名しようとするとき

は、次の各号に掲げる事項について、留意しなければならない。 

(1)  市内業者優先 

(2)  不誠実な行為の有無その他信用状態 

(3) 工事成績 

(4)  手持工事の状況 

(5)  当該工事の施工についての技術的適性 

(6) 立川市競争入札等参加停止基準 

２  製造契約その他の契約については、前項の規定を準用する。 

附  則  

１  この基準は、昭和53年 12月 20日から施行する。 

２  立川市指名競争入札参加者選定基準（昭和40年４月１日制定）は廃止する。 

３  この基準による第４条（指名基準）、第５条（指名業者数）及び第６条（注意

事項）の規定は、昭和54年３月31日までは、なお従前の例による。 

   附  則  

 この基準は、昭和55年 11月１日から施行する。 

附  則  

 この基準は、昭和56年７月１日から施行する。 

附  則  

 この基準は、昭和57年６月15日から施行する。 

附  則  

 この基準は、平成元年４月１日から施行する。 

 

 



附 則  

 この基準は、平成６年４月１日から施行する。 

附  則  

 この基準は、平成７年４月１日から施行する。 

附  則  

 この基準は、平成８年７月１日から施行する。 

附  則  

 この基準は、平成11年４月１日から施行する。   

附  則  

 この基準は、平成15年 10月１日から施行する。  

附  則  

この基準は、平成17年８月１日から施行する。  

 

 

 


